
議案第３号

２０２５年度

須高行政事務組合一般会計補正予算第１号



←表紙に資料番号を印刷する場合に使用



　２０２５年度須高行政事務組合の一般会計補正予算第１号は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条　既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２，１２０千円を減額し、歳入歳出予算の

　総額を歳入歳出それぞれ２２７，４８７千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

　は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第２条　既定の債務負担行為の追加は、「第２表債務負担行為補正」による。

令和７年１０月２２日提出

須高行政事務組合長　三　木　正　夫
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